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第２章 ＬＲＴ導入計画のポイント 

 
 

今後、本格的なＬＲＴの新規導入を実現させていくためには、 
(1)計画づくりのフレームワークの工夫 

(2)導入効果を高めるための工夫 

(3)円滑な実現を図るための工夫 

等に地方公共団体が中心になって取り組むことが重要である。 
 
ＬＲＴは、需要確保や輸送効率化の観点から、線状に市街地が集積した都市への適合

性が高い。また、市街地が面的に広がる拡散型都市でＬＲＴを導入するには、都市のコ

ンパクト化（沿線市街地の高密化）と、線的なＬＲＴと他交通手段との統合等によるシ

ームレスな公共交通ネットワークの構築に取り組む必要がある。 
このため、ＬＲＴの新規導入を実現させていくためには、以下のようなポイントに留

意して計画立案に取り組むことが重要である。 
 

 
表２－１．ＬＲＴ導入計画のポイント 

(1)計画づくりの 

フレームワークの工夫 

 

・まちづくりの目標の明確化 

・ＬＲＴ導入と連携して実施すべきまちづくりの

一体的な計画づくり 

あわせて 

・計画の初期段階からの市民との協働の推進 

・具体化に向けて地域が支援する方法の検討 

 

(2)導入効果を高める 

ための工夫 

 

・都市交通施策との統合 

・まちづくりとの統合 

・ソフト施策との統合 

 

(3)円滑な実現を図る 

ための工夫 

 

・従来の考え方にとらわれない柔軟な路線計画 

・限られた道路空間の賢い活用 

・透明性の高い需要予測と官民連携を見据えた経

営採算見込みの検討 

・整備効果と影響の明示 

・事業経営に関する工夫 
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(1)計画づくりのフレームワークの工夫 

 
ＬＲＴ導入計画の立案にあたっては、 

・まちづくりの目標の明確化 

・ＬＲＴ導入と連携して実施すべきまちづくりの一体的な計画づくり 

     を検討することが重要である。また同時に円滑な計画の推進と計画への市民の支援を

得るためには 

・計画の初期段階からの『市民』との協働の推進 

・具体化に向けて地域が支援する方法の検討 

等に取り組むことが重要である。 
 
 

①まちづくりの目標の明確化 
ＬＲＴはまちづくりのツールのひとつと考えられることから、ＬＲＴ導入計画の立案

に先立ち、ＬＲＴ導入の目的となる都市構造のコンパクト化、中心市街地の活性化、環

境負荷の軽減等、それぞれの都市におけるまちづくりの目標を明確にすることが重要で

ある。 
 

②ＬＲＴ導入と連携して実施すべきまちづくりの一体的な計画づくり 
まちづくり目標の達成に向けてＬＲＴの導入効果をより高めるためには、利便性の高

いＬＲＴ導入と受け皿となる「まち」側の計画を一体的に行うことが不可欠である。 
そのため、バス、鉄道などの既存公共交通や自動車交通との連携等の都市交通施策、

沿線の土地利用計画や中心市街地活性化策等のまちづくり施策、利用しやすい料金体系

等のソフト施策を、ＬＲＴ導入計画と一体的に計画することが重要である。 
なお、一体的に計画されたまちづくりの成否はＬＲＴの事業成立性（需要確保）に大

きく作用する重要な要素のひとつであることから、統合化された都市交通施策やまちづ

くり施策の着実な実現に向けて地方公共団体が責任を持って取り組む必要がある。 
 

③計画の初期段階からの「市民」との協働の推進 
まちづくりの目標設定、統合化された都市交通施策・まちづくり施策・ソフト施策の

実現、開業後の利用者確保や、公共交通利用者、地域住民、地元企業、商店街等の幅広

い「市民」が協力して公共交通を支える機運醸成等の実現を図るため、まちづくりの目

標を検討する計画の初期段階から幅広い「市民」と積極的に連携し、市民の参加意識の

醸成を図ることが重要である。そのため、将来に向けたまちづくりや公共交通整備に向

けた「市民」と地方公共団体との協働を推進する必要がある。 
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④具体化に向けて地域が支援する方法の検討 
公共交通サービスの提供はコストを伴うものであり、受益と負担を一致させ公平な社

会を実現するという観点から、誰がどのように負担するかが大きな課題である。 
そのため、まちづくりの目標達成のための公共交通が提供すべきサービス水準と社会

的コストを含めた負担（料金による負担、料金以外による市民負担、地方公共団体の支

援等）の関係を明確にした施策パッケージ案を複数案立案した上でこれらを評価し、そ

の結果を広く市民に明らかにし、新たな公共交通サービスを整備・維持することの市民

合意を形成していくとともに、その具体化に向けて市民を含め地域側からバックアップ

していく方法を検討していくことが重要である。 
 
 

(2)導入効果を高めるための工夫 

 
ＬＲＴ導入効果を効率的・効果的に発揮させるため、 

・都市交通施策との統合 

・まちづくりとの統合 

・ソフト施策との統合 

等に創意工夫を凝らし、まちづくりと一体的な計画立案に取り組むことが重要である。 
 

 

①都市交通施策との統合 
誰もが利用しやすいシームレスな交通体系の実現を図るため、公共交通機関の乗り継

ぎ利便化を図るためのハード・ソフト施策だけでなく、面的な自動車交通対策や、自家

用車・自転車等の多様な交通手段との連携方策に一体的に取り組むことが重要である。 
 
②まちづくりとの統合 

公共交通の利用促進、中心市街地活性化、自動車交通から公共交通への転換促進等の

まちづくり目標を達成する上では、ＬＲＴを導入するだけでなく、ＬＲＴを利用しやす

い沿線まちづくり（まち全体の土地利用計画の見直し、公共公益施設等の再配置、商店

街活性化との連携等）を一体的に検討することが重要である。 
 
③ソフト施策との統合 

公共交通の利用促進と、ハード施設への投資効果を一層高める観点から、交通事業者

間の連携による乗り継ぎ割り引きの実施や、商店街等との連携による買い物客への特典

付与、商店街や地元企業、ＮＰＯ、ＴＭＯ等との共同イベント等、まちづくりの中でＬ

ＲＴを活かすためのソフト施策との連携を検討することが重要である。 
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(3)円滑な実現を図るための工夫 

 
ＬＲＴ導入の必要性や妥当性に対するアカウンタビリティを果たし、ＬＲＴ導入計画

等に対する市民理解を深めるため、また将来に向けて持続可能で効率性を兼ね備えた事

業経営体制を実現するため、 
・従来の考え方にとらわれない柔軟な路線計画 

・限られた道路空間の賢い活用 

・透明性の高い需要予測と官民連携を見据えた経営採算見込みの検討 

・整備効果と影響の明示 

・事業経営に関する工夫 

等に配慮した計画立案に取り組むことが重要である。 
 
 

①従来の考え方にとらわれない柔軟な路線計画 
市民にとって真に利便性の高いＬＲＴの実現のため、また自動車交通との共存のため、

道路空間上の地表走行による路線設定だけでなく、交差点部における部分立体化、幹線

道路以外の道路への路線設定、交通運用の工夫による狭幅員道路への路線設定、沿線ま

ちづくりや公共交通指向型開発（ＴＯＤ）と連携した路線設定等も視野に入れ、地域特

性に応じて、従来の考え方にとらわれない柔軟な路線計画を検討することが重要である。 
 

②限られた道路空間の賢い活用 
ＬＲＴは道路空間を活用する際の選択肢のひとつであり、限られた道路空間を共有す

る自動車、路面公共交通、自転車・歩行者との組み合わせ方がポイントとなる。 
そのため、ＬＲＴを導入する際には、道路空間が持つ多様な機能に着目しつつＬＲＴ

に求められる役割とどう組み合わせるのか（例：自動車のトラフィック機能の充実、車

線減少とＬＲＴ導入による公共交通機能の充実、トランジットモール等の歩行者優先機

能の充実等）について、沿道土地利用や道路ネットワーク等を考慮しながら議論する必

要がある。 
 
③透明性の高い需要予測と官民連携を見据えた経営採算見込みの検討 

地方公共団体による公的負担の意思決定と市民合意を進める際の判断材料となること、

既存の導入事例に見られる需要予測値と実態値の乖離に伴う公的負担の増大等を未然

に防ぐこと等を勘案し、適切な前提条件と試算手法による透明性の高い需要予測や、将

来の事業リスクや開業後も視野に入れた官民連携を見据えた経営採算見込みの検討を

行うことが重要である。 
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④整備効果と影響の明示 
ＬＲＴ導入の必要性や妥当性について市民の理解を深め、地方公共団体の取り組みに

対するサポーターを増やすため、ＬＲＴ導入によりまちづくり目標に合致した整備効果

が得られるか検証すると同時に、自動車利用者、バス利用者、沿道土地利用者等のそれ

ぞれの市民に与える効果や影響を明示することが重要である。 
 

⑤事業経営に関する工夫 
まちづくりのツールのひとつとしてＬＲＴを活用する観点から、交通事業としての採

算性確保だけにとらわれることなく、地方公共団体、住民、地元企業、商店街等の地域

に暮らす多様な関係主体の連携・協働による持続可能で効率性を兼ね備えた事業経営の

確立に向けて取り組むことが重要である。 
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参考：海外のＬＲＴで行われている工夫（海外の事例） 

 

質の高い公共交通の確保、環境負荷軽減、中心市街地活性化等のまちづくり目標の達

成に向けて効率的・効果的にＬＲＴが機能するよう、(1)システムの高度化、(2)都市交

通施策・まちづくりとの統合、(3)事業成立性の確保と利用促進に一体的に取り組まれ

ている。今後、地方公共団体がＬＲＴ導入計画及び一体となるまちづくり計画を検討す

る際に参考とすることが望ましい。 
 
(1)システムの高度化 

 
ＬＲＴは、従来の路面電車に対して、 

－多様な輸送単位・走行路、定時・速達性の向上施策等の組み合わせによる交通

機能の強化 

－利用者利便やバリアフリー化の追求 

－安全・快適で美しいまちの構成要素としての機能充実 

等を図るため、様々な創意工夫により高度化された交通システムである。 
 

表２－２．システムの高度化の方策メニューの一例（その１） 
 方策メニュー例 事例 

①輸送単位 

連節車両， 

連結運行 

 

（連結運行 ドイツ カールスルーエ） 

②走行路 

地表，地下，高架の多様な

バリエーション， 

軌道の部分立体化 

（鉄道交差部の部分立体化 
フランス ストラスブール）
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表２－３．システムの高度化の方策メニューの一例（その２） 
 方策メニュー例 事例 

③定時・速達性 

電車優先信号の設置， 

チケットキャンセラー， 

車両性能の向上 

（チケットキャンセラー方式） 
※停留場又は車内に設置されている券売機、売店等であらかじ

め乗車券を購入し、乗車時に利用者自らが停留場又は車内に

設置されている打刻機（チケットキャンセラー）に乗車券を

通すことで改札をなくす方式である。 

④乗りやすさ 

・わかりやすさ 

低床車両， 

運行案内システム， 

ゾーン運賃 

（低床車両  フランス ストラスブール） 

⑤デザイン性 停留場・車両のデザイン化

（フランス ストラスブール） 

⑥環境・景観対応 

樹脂固定軌道， 

芝生軌道， 

センターポール， 

隣接建物を活用した架線

の処理 

（芝生軌道・センターポール 
フランス オルレアン）

 

 

乗車券購入 停留場又は車内
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(2)都市交通施策・まちづくりとの統合 

 
質の高い公共交通の確保、環境負荷軽減、中心市街地活性化等のまちづくり目標の達

成に向けて効率的・効果的にＬＲＴが機能するよう、 
①他の公共交通システムとの統合 
（郊外鉄道への乗り入れ、バスとの役割分担、ＬＲＴとバスの同一ホーム乗り換え等） 
②道路交通との連携 
（パークアンドライド、道路空間構成の工夫、環状道路の整備、フリンジパーキング
整備等） 

③まちづくりとの統合 
（トランジットモール、ＴＯＤ(公共交通指向型都市開発)、郊外開発の抑制等） 

等に一体的に取り組んでいる。 
 
①他の公共交通システムとの統合 
（ＬＲＴとバスの同一ホーム乗り換え 

フランス ストラスブール）

 
（郊外鉄道への乗り入れ 

ドイツ ザールブリュッケン）

 
②道路交通との連携 
（パークアンドライド 

フランス ストラスブール） 

 

③まちづくりとの統合 
（トランジットモール 

フランス ストラスブール）

 
（ＴＯＤ：公共交通指向型都市開発 

  ドイツ フライブルグ）

約
1
.0
k m

約1.1km

都心方向
（空間距離
　　約3.8km）

・高い開発密度 
・複合的な用途指定 
・中心部にＬＲＴ（400
ｍ間隔で停留場配置）

・需要の少ない第一期地

区完成時からＬＲＴ

営業開始 
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(3)事業成立性の確保と利用促進 

 
質の高い公共交通サービスを提供するため、公的助成、需要増加に向けたソフト施策

を行っている。 
 
①公的助成 

欧米の多くの都市では、ＬＲＴの新設に対して行政が多くの割合を負担している。ま

た運営費のうち運賃収入の占める割合は 25～70％であり、国や地方からの助成が行わ

れている。 
表２－４．海外のＬＲＴに対する建設費，運営費補助の実態 

出典：路面電車活用方策検討調査報告書／運輸省・建設省 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

②需要増加に向けたソフト施策 
移動範囲、期間、用途等に応じて割安に購入可能なチケットの販売や、地域環境定期

券制度※等、利用しやすい料金体系を提供し、公共交通の需要増加に向けた工夫を行っ

ている。  
 

※地域環境定期券制度 

自動車から公共交通への転換を促進することを目的に、ドイツ フライブルグ市で

創設された制度である。 

フライブルグ市内と隣接 2 郡あわせて 2,200k ㎡，人口 60 万人の地域内で公共交通

を自由に利用できる 1ヶ月券で、他人に貸し渡し可能な無記名・持参人方式の定期券

である。また休日は地域環境定期券 1枚で大人２人＋子ども４人まで一緒に公共交通

を利用できる。 
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 導入事例：フランス ストラスブール市におけるＬＲＴ導入 

 
過去に路面電車を廃止したが、新たにＬＲＴとして復活させたフランス ストラスブ

ールについて紹介する。 
 

①ＬＲＴ導入の背景 
フランス ストラスブールは、ドイツとの国境となるライン川西岸に広がるアルザス

地方の首都で、市自体で人口約 25万人，広域都市圏共同体で約 43万人の規模を有する。 
1988 年時点では通勤交通手段の割合が自動車 73％，公共交通 11％で公共交通利用率

がフランスの他都市に比べても低い部類であった。更に中心市街地（概ね 0.8×1.0km）

の中央を南北に抜ける道路に 1 日 5 万台が通行（うち 40％が通過交通）し、歩行者に

とって快適な空間ではなかった。それに伴い中心市街地の衰退，大気汚染や騒音等の環

境問題の悪化等が問題視されつつあった。 
これらを背景に、1989 年の市長交代に伴い、都心部の通過交通の抑制と輸送力のある

近代的な公共交通整備を主体とする交通計画の策定が進められ、その一環で郊外と都心

を結ぶ新しい交通手段として、遮断された幹線道路の街路空間を利用してＬＲＴが 1994
年に新設された。 
 

                  図２－１．ＬＲＴ導入前の 

通過交通の集中経路 

出典：ストラスブールの都市交通 

／山中・小谷  

交通工学 1996No.4 Vol.31 

・約 5 万台／日 
・40％が通過交通 
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②中心市街地の交通規制の見直し 
ストラスブールでは、単にＬＲＴ導入を進めただけでなく、自動車交通の抑制に向け

た中心市街地の交通規制の見直しと一体的に進められたことで、ＬＲＴの導入が実現し、

かつ新しい都市交通機関として有効に機能している。 
まず、中心市街地を抜ける幹線道路を通行する通過交通の抑制のため、郊外を迂回す

る高速道路の建設終了にあわせて中心市街地を南北に抜ける幹線道路を都心中央で遮

断し、中心市街地の通過交通を排除した。 
そして中心市街地内では、一方通行を組み合わせた袋小路型のアクセス路や駐車場を

確保し、中心市街地への自動車によるアクセス性を確保しつつ、通過交通の進入を抑制

した。また従前は自動車が通行していた中心市街地内の道路空間を、ＬＲＴ導入空間や

歩行者専用空間に転用し、公共交通利用者や歩行者にとって快適な中心市街地の整備を

実現した。 
図２－２．中心市街地の交通規制（環状道路とアクセス路） 

資料：ストラスブールの都市交通／山中・小谷 交通工学 1996No.4 
Vol.31 等を参考に作成 

 

0 1km
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③ＬＲＴの概要 
ⅰ．ルートと特徴 

・1994 年のＡ線（9.8km）開業後、現在までにＢ，Ｃ，Ｄ線の計４路線（総延長約 25km）

が整備 
 
 

 
 

中心市街地 

 

 

 
○LRT とバスの同一ホーム乗り換え 

○部分的な地下化(国鉄と結節) 

○停留場，車両のデザイン

化

 

○パークアンドライド

図２－３．ルートと特徴
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ⅱ．導入空間確保の工夫 

・既存の道路空間を活用したＬＲＴの新設を実践 
・中心市街地では、通過交通を遮断した幹線道路を中心に導入空間を確保。郊外部では

車線減線や道路横断構成の見直しを行うことで導入空間を確保。 
 

図２－４．ＬＲＴ導入前後の道路空間構成の比較 
出典：フランス ストラスブール市資料 

（Ａ線開業当時の写真） 

□中心市街地 

（
導
入
前
） 

 
 
 
 
 
 
 

（
導
入
後
） 

  

□郊外部 

（
導
入
前
） 

 
 
 
 
 
 
 

（
導
入
後
） 

   

Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ線 Homme de Fer 駅 Ａ･Ｄ線 Langstross-Grand’Rue 駅 

Ａ線 Hautepierre Maillon 駅 Ａ線 Baggersee 駅 Colmar 通り（Ａ線） 
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ⅲ．費用負担の状況 

・ＬＲＴのインフラ部、車両、車両基地等を含む総建設費の約 6 割を国・地方が負担し、

残りの借入金等についても地方の負担及び交通税※等で充当 
・1994 年に開業したＬＲＴ及び路線バスを一体的に運営する主体（ＣＴＳ）の総運行

経費に占める運賃等収入の割合は約６割程度 
 

 

 

図２－５．Ａ線（9.8km）の総建設費と負担内訳 

 

出典：欧州路面公共交通調査団 

視察調査報告書 

（平成 12 年 2 月 (社)日本交通計画協会） 

 

 
 

 

 

 

 

図２－６．運営主体（ＣＴＳ）の総運行経費（ＬＲＴ Ａ線＋路線バスの運行経費 計） 

に占める運賃収入の割合 

 

 

出典：Jane's Urban Transport Systems 98-99  

 

 

 

 
 
 
 
 
※Versement Transport（通称ＶＴ）、交通税又は交通負担金と訳される。都市圏交通区

域内にある 10 人以上雇用している事業所から、都市の公共交通の整備・運営等のた

めにコミューン又は広域行政体が徴収する税制度。税額は、支払い総給与額の 2.6％
が上限と設定されている。 

国の
補助金
17%

交通税※

27%

市の補助
9%

県の補助
8%

借入金
他
39%

補助金
43%

その他収入
4%

運賃収入
53%
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④ＬＲＴ導入に伴う整備効果 
ＬＲＴ導入と都市交通施策・まちづくり施策を一体的に展開したことにより、 
－都心部周辺における自動車交通量の減少と、都心環境の向上 

－ＬＲＴ沿線における公共交通分担率の向上 

－高い二輪車の分担率の維持 

－中心市街地の活性化 

等の整備効果がある。 
 

図２－７．ＬＲＴ導入に伴う整備効果（その１） 
都心部周辺における自動車交通量の減少と、都心環境の向上 

 

・ＬＲＴ Ａ線沿線の幹線道路交通量の推移  ・都心部のＮＯx濃度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：Observatoire des Effets du Tramway - Rapport 2001（ＣＵＳ） 

ＬＲＴ沿線における公共交通分担率の向上 

・利便性の高いＬＲＴ導入により、ＬＲＴ沿線と都心部を行き来する交通需要の中での公共交

通利用のシェアが拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：L’enquete menage 1997 : les resultats（ＣＵＳ） 

1994 年 Ａ線開業

1994年 ＬＲＴ Ａ線開業

1992 年 中心市街地の交通規制の見直
1992 年 中心市街地の交通規制の見直
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図２－８．ＬＲＴ導入に伴う整備効果（その２） 
高い二輪車の分担率の維持 

 

・ＬＲＴ導入に合わせた道路空間の再整備と同時に、自転車ルートネットワークを整備し、

高い二輪車の分担率を維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：Panorama des villes a TCSP hors Iie-de-frabce Situation 2001（CERTU） 

中心市街地の活性化 

 

・1988→1997 年における住民の買物行動の変化（ＬＲＴは 1994 年開業） 

①住民の移動全体に占める買物目的移動の割合 88 年 10％ → 97 年 12％ 

②買物回数 50％増加（対 88 年比） 

③買物目的の中心部への移動回数 33％増加（対 88 年比） 

出典：家庭交通調査（ストラスブール広域共同体 1997年）

 

【フランス諸都市における自転車の発生源単位の経年変化】 

ト
リ
ッ
プ
／
人
・
日 

ストラスブール 

【Boulevard de la Victorie 整備状況】 


